
行方市告示第 71 号 

行方市防災士育成事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 令和７年４月 11日 

行方市長  鈴 木 周 也   

 

行方市防災士育成事業補助金交付要綱 

(趣旨) 

第１条 この告示は，市民の防災意識の高揚及び地域防災力の向上を図るため，防災士の資

格の取得に要する費用に対し，予算の範囲内において行方市防災士育成事業補助金を交

付することに関し，必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この告示において，「防災士」とは，自助・共助・協働を原則として，地域社会の

様々な場で減災と地域防災力向上のための活動が期待され，かつ，そのための十分な意

識・知識・技能を有するものとして，特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」

という。)が認定した資格をいう。 

２ この告示において，「資格取得」とは，機構による防災士としての認証の登録を受ける

ことをいう。 

(補助対象者) 

第３条 補助金の交付の対象となる者は，次の要件を全て満たすものとする。 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座又は茨城県が実施するい

ばらき防災大学を受講する者で防災士の資格を取得した者 

 (3) 市税等を滞納していないこと。 

 (4) 資格の取得後，地域における防災の中心的な担い手として市内の自主防災組織等で

活動し，市が行う防災に関する施策に協力する意思のある者 

 (5) 資格を取得した旨の情報を市長が自主防災組織等に提供することに同意する者 

(補助対象経費) 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は，次の各号に掲げる経費とする。 

 (1) 機構が発行する防災士教本代 

 (2) 防災士資格取得試験受講料 

 (3) 防災士認証登録料 

(補助金の額等) 

第５条 補助金の交付は，１人につき１回限りとし，12,000 円を上限とする。 

(補助金の交付申請等) 

第６条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は，行方市防災士育成

事業補助金交付申請書兼請求書(様式第１号)に，次に掲げるものを添えて，当該年度末ま

でに市長に提出しなければならない。 

(1) 防災士認証状の写し又は防災士証の写し 

 (2) 費用の支払いを確認できる書類 

 (3) その他市長が認める書類 



(補助金の交付決定) 

第７条 市長は，前条の規定による申請があった場合は，その内容を審査し，補助金交付の

可否を決定し，行方市防災士育成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第２号)によ

り，当該申請者に通知するものとする。 

(交付決定の取消) 

第８条 市長は，申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは，

補助金の交付決定を取り消すことができる。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは，行方市防災士育成事

業補助金交付決定取消通知書(様式第３号)により申請者に通知するものとする。 

(補助金の返還) 

第９条 市長は，前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において，当

該取り消しに係る補助金が既に交付されているときは，期限を定めて交付された補助金

の返還を命ずることができる。 

 (補助金の交付を受けた者の責務) 

第 10 条 補助金の交付を受けた者は，地域における防災の担い手として自主防災組織等の

活動に積極的に参加するとともに，市が行う防災に関する施策に協力しなければならな

い。 

(補則) 

第 11 条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この告示は，公表の日から施行する。 

 



様式第１号(第６条関係)

行方市長　宛て

住　　所

申請者 氏　　名 印

電話番号

(添付書類)

預金種別

フリガナ
口座名義人

支店名

口座番号

研修機関名

受講期間

　　　　　　　　　　円

金融機関名

　　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日

１

２

４　同意事項

５　振込先

年　　月　　日

普通　・　当座

３　振込口座の確認ができるもの(通帳，キャッシュカードの写し等)

行方市防災士育成事業補助金交付申請書兼請求書

　行方市防災士育成事業補助金の交付を受けたいので，行方市防災士育成事業補助金交付要綱第６条

の規定により，関係書類を添えて下記のとおり申請します。

　なお，申請にあたり，下記の同意事項及び私の市税等の納付状況について確認することに同意しま

す。

記

１　防災士認証状の写し又は防災士証の写し

２　費用の支払いを確認できる書類(領収書の写し等)

３　資格取得年月日 年　　　　　月　　　　　日

地域における防災の中心的な担い手として市内の自主防災組織等で活動し，
市が行う防災に関する施策に協力する意思のあること。

防災士の資格を取得した旨の情報を市長が自主防災組織等に提供すること。

１　交付申請額

２　防災士研修講座

受講コース名



様式第２号(第７条関係)

　　　　

様

行方市長 印

１

２ 日

補助金交付決定額

振 込 予 定 日

円

年 月

行方市防災士育成事業補助金交付(不交付)決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで交付申請のあった行方市防災士育成事業補助金については，行方市
防災士育成事業補助金交付要綱第７条の規定により，下記のとおり決定したので通知します。

記

年　　月　　日

記　号　番　号



様式第３号(第８条関係)

　

様

行方市長 印

１　補助金決定額 円

２　補助金交付済額 円

３　取消決定理由

４　補助金返還額 円

５　返還期限 　　　年　　　月　　　日

(教示)

１　この処分について不服がある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に，行方市
長に対して審査請求をすることができます。
２　この処分については，上記１の審査請求のほか，この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内
に，行方市を被告として(訴訟において行方市を代表する者は行方市長となります。)，処分の取消しの訴えを提起する
ことができます。なお，上記１の審査請求をした場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決があっ
たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。
３　ただし，上記の期間が経過する前に，この処分(審査請求をした場合には，その審査請求にする裁決)があった日の
翌日から起算して１年を経過した場合は，審査請求することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま
す。なお，正当な理由があるときは，上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には，その審査請求に対する裁決)が
あった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが
認められる場合があります。

行方市防災士育成事業補助金交付決定取消通知書

　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付決定した行方市防災士育成事業補助金について，下記

のとおり補助金の取消を決定したので，行方市防災士育成事業補助金交付要綱第８条の規定により，

通知します。

　なお，既に補助金が交付されている場合は，下記の返還期限内に返還してください。

記

年　　月　　日

記　号　番　号


